




























コーポレート・ガバナンス体制（2015年6月25日現在）

監査部
経営執行会議

内部統制委員会

指名委員会
（委員長：社外取締役）

報酬委員会
（委員長：社外取締役）

特別委員会
（委員長：社外取締役）

ビジネス・エシックス委員会
（委員長：社外取締役）

株 主 総 会

業務執行機能意思決定・監督機能

監査役会
監査役３名

（うち社外監査役２名）

会計監査人

<パイオニアグループ規程>

・パイオニアグループ企業行動憲章

・パイオニアグループ行動規範

・ビジネス・エシックス基本規程、連結内部監査基本規程、

内部統制システム基本規程などによる業務の適正確保

内部統制委員会

各部門、グループ会社

取締役会
取締役８名

（うち代表取締役３名）

（うち社外取締役２名）

報告・提案

選任／解任

内部監査

業務の

執行
監督

監査

監査報告 連携

指示

報告
付議

答申

付議

承認

承認

選任／解任・

監督・指示

報告

（取締役会の諮問機関）

執行役員
15名


